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令和２年４月３日に、家畜伝染病予防法の一部改正法が公布

され、令和２年７月１日に、全ての家畜の所有者※の皆様に、

「飼養衛生管理者」の選任が義務付けられます。 

※牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょ
う、ほろほろ鳥又は七面鳥の所有者 

報告が必要になる事項は下記のとおりです。裏面と併
せてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

飼養衛生管理基準が改正されます！ 

 

中 央 家 畜 保 健 衛 生 所 

村山地域家畜畜産物衛生指導協会 

〒990-2161 山形市漆山 736 番地 

Tel  023-686-4410/Fax  023-686-5715 

〈報告事項〉 

選任する飼養衛生管理者の 

①氏名 

②住所 

③電話番号 

④メールアドレス 

⑤管理する農場名と衛生管理区域名 

⑥当該衛生管理区域の代表住所 
※ご登録いただいたメールアドレス等の個人情報については、家畜衛生

に関する情報の共有及び飼養衛生管理制度の運用等の改善のみを目的

として利用し、それ以外の目的では利用いたしません。 



 

 

 

 
 
＜ご報告いただいたメールアドレスには、、、＞ 

国・都道府県から家畜衛生に関する情報や飼養衛

生管理に関する研修会の情報をお送りします。 

最新かつ正確な情報がより早く、家畜に接するすべ

ての方に行き渡るようになります。 
 

報告期日、方法については後日改
めてお知らせします。 

「飼養衛生管理者」とは 

衛生管理区域における、飼養衛生管理の責任者です。 

衛生管理区域ごとに１人選任していただきます。 

※所有者自ら管理者となることも可能です。 

選任された飼養衛生管理者には以下の業務を行っていただきま
す。 

①衛生管理区域に出入りする者の管理（チェック・指導等） 

②衛生管理区域の従業員への飼養衛生管理基準の周知・教育等 

③国・都道府県から共有される家畜衛生に関する情報を踏まえ

た対応 

 

中央家畜保健衛生所 

ＴＥＬ ０２３－６８６－４４１０（休日・夜間共通） 

ＦＡＸ ０２３－６８６－５７１５ 


